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１　情報提供依頼の目的
母子保健ＤＸは、母子保健分野における情報のデジタル化・利活用を通じて、妊産婦や子育て世代への支援の質と効率を高めることを目的に、切れ目のない支援の実現を目指しています。
本市では、国の母子保健ＤＸの動向を踏まえ、子育て世代のニーズに即した子育て支援施策を提供するため、電子版母子健康手帳や産後ケアクーポンの電子化等の導入の検討を行っています。
本件は、子育て家庭を取り巻く社会環境の変化に対応するとともに、住民がより子育て支援サービスを享受できるよう、本市において最適な母子保健ＤＸを進めるために情報提供依頼を行うものです。

２　本業務の範囲（システム化範囲）
　(1) 母子健康手帳アプリ※1の初期構築作業及び運用・保守
　　　※1 母子健康手帳アプリは、妊娠中から出産後の母子の健康情報をデジタルで管理し、いつでも手軽に閲覧が可能なシステムです。このシステムでは、予防接種のスケジュールや健診などが通知可能となり、接種漏れ・受診漏れを防ぐことが期待されます。同時に、健康情報をデジタルで管理することで、医療機関同士の連携によって、効率的かつスムーズな医療サービスの提供が期待されます。
　(2) オンライン予約システム※2の初期構築作業及び運用・保守
　　　※2 オンライン予約システムは、インターネットを通じて、施設や教室などの予約・キャンセルを行える仕組みです。従来の電話や窓口対応をデジタル化することで、利便性・効率性を図るものです。
　(3) デジタルクーポン※3初期構築作業及び運用・保守
　　　※3デジタルクーポンとは、オンライン上でクーポンの配付・受領ができる機能です。自身のスマートフォンから24時間365日自宅で受け取ることができ、利用の内容やクーポンの使用状況・残回数を確認できる機能を指します。

３　情報提供依頼前提条件
　　情報提供をいただく前提条件として、上記２(1)から(3)の業務範囲の内、一部の情報提供も可とします。
　　例：２(1)、(2)、(3)の内、２(1)のみの提供も可とします。
４　情報提供依頼事項
　(1) 母子健康手帳アプリ
　　ア　貴社が提供する母子健康手帳システムの概要について
　　　　・パッケージシステムの有・無（有の場合は製品名）
　　　　・中核市規模団体への導入実績の有・無（有の場合は主な団体名）
　　　　・デモ実施の対応可・否
　　イ　今後策定予定の電子版母子健康手帳ガイドラインに対する貴社の対応方針（予定）
　　　　・電子版母子健康手帳ガイドラインの対応方針（予定）
　　　　・対応時期（機能によって対応時期が異なる場合は、機能ごとに時期を記載してください。また、現時点で可能な範囲で構いませんので、ご記入ください。）
　　　　・上記提供方針及び対応時期に対する補足説明
　(2) オンライン予約システム
　　ア　貴社が提供するオンラインシステム予約の概要について
・パッケージシステムの有・無（有の場合は製品名）
　　　　・中核市規模団体への導入実績の有・無（有の場合は主な団体名）
　　　　・デモ実施の対応可・否
　(3) デジタルクーポン
　　ア　貴社が提供するデジタルクーポンの概要について
・パッケージステムの有・無（有の場合は製品名）
　　　　・中核市規模団体への導入実績の有・無（有の場合は主な団体名）
　　　　・デモ実施の対応可・否
　(4) 機能要件
機能要件については、「機能要件一覧」（様式３）をご確認の上、対応の可否及び貴社の見解をご回答ください。
　(5) 非機能要件
　　　非機能要件については、「非機能要件一覧」（様式４）をご確認の上、非機能要件で定める要求目標に対する貴社の見解をご回答ください。
　(6) スケジュール・概算経費
　　ア　母子健康手帳アプリ・オンライン予約・デジタルクーポンの導入スケジュール
　　　　・本市ロードマップ案（様式５）に対する対応の可否
　　　　・新規導入する際の母子健康手帳アプリ、オンライン予約及びデジタルクーポンの導入までの構築期間
　　イ　母子健康手帳アプリ・オンライン予約・デジタルクーポンの概算経費
　　　　・母子健康手帳アプリ、オンライン予約及びデジタルクーポンに係る令和８年度から令和１０年度までのイニシャル費用とランニング費用を年間の総額で記載してください。
　　　　・上記詳細な内訳が分かる見積書（様式任意）
　(7) その他
母子健康手帳アプリ、オンライン予約及びデジタルクーポンのサービス内容の分かる資料（様式任意）をご提供ください。

５　情報提供要領
(1) 提出資料
ア　情報提供依頼回答書（様式１）
イ　情報提供依頼質問票（様式２）
ウ　機能要件一覧（様式３）
エ　非機能要件一覧（様式４）
オ　スケジュール・概算経費（様式５）
カ　その他補足資料（任意）
※現時点での状況を踏まえ、ご対応いただける範囲での回答をお願いいたします。
(2) 提出方法
「５(1)」の提出資料を以下のURL（LOGOフォーム）から送信してください。
　　　https://logoform.jp/form/dWZu/1364489
　　　なお、それぞれの様式のファイル名の末尾に、事業者名を入力してください。
　　　例）「情報提供依頼回答書（様式１）_㈱●●.xlsx」
(3) 提出期限
令和８年２月１２日（木） 午後５時までに必着
(4) 質問受付
ア　受付期間：令和８年１月１３日(火)～令和８年１月３０日(金)午後５時まで
イ　受付方法：「情報提供依頼質問票（様式２）」に記入し、以下のURL（LOGOフォーム）から送信してください。電話での質問はお受けできません。上記受付期間までに寄せられた質問に対する回答は、電子メールにて送付するとともに、ホームページ上でも公開いたします。
　　　https://logoform.jp/form/dWZu/1345543
ウ　ファイル名：様式のファイル名の末尾に、事業者名を入力してください。
　　例）「情報提供依頼質問票（様式２）_㈱●●.xlsx 」
　　
６　情報提供依頼に関する留意事項
(1) 本依頼の実施をもって、本市が調達を行うことを約束したり、回答者に特別の地位を約束したりするものではありません。
(2) 資料提供いただいた回答者に対し、必要に応じて、後日ヒアリングの実施、追加資料の提供を依頼する場合があります。
(3) 回答いただいた内容については、今後、システムの調達仕様等に反映する場合があります。
(4) 本依頼書の実施に要する一切の費用は、回答者の負担とします。
(5) 提出された資料は、返却しません。
(6) 本依頼書に係る情報は、貴社から本市への情報提供を行うためにのみ利用し、第三者への開示や他の用途への流用は行ないません。
(7) 提出された情報は、本市の母子ＤＸに対する計画の参考及び国が行う各種調査への対応資料としてのみ利用し、他の用途には利用しません。
※不明点について確認が必要な場合は、上記５(4)により、LOGOフォームから送信してください。

７　情報提供依頼スケジュール
スケジュールは次のとおりです。
	（１）情報提供依頼の期間
	令和８年１月１３日から
令和８年２月１２日午後５時まで

	（２）情報提供依頼に対する事業者からの質問受付期間
	令和８年１月１３から令和８年１月３０日午後５時まで

	（３）情報提供依頼に対する質問への回答（最終日）※
	令和８年２月４日

	（４）情報提供に係る資料提出の締め切り
	令和８年２月１２日午後５時


※上記（２）及び（３）に係る質問と回答につきましては、資料をお渡しした
全事業者へ公開します。なお、質問への回答は随時公開予定です。
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